
 

 

 
 
 

 

 

発電用原子炉施設故障等報告書 
                    平成２６年９月２６日          東京電力株式会社 

件 名 
福島第一原子力発電所 

Ｇ４南エリアＡ５－Ａ６タンク連結弁の不具合について 

事象発生の日時 
平成２６年９月１７日１７時４０分 

（福島第一規則第１８条第３号に該当すると判断した日時） 

事象発生の場所 福島第一原子力発電所 

事象発生の発電

用原子炉施設名 
汚染水処理設備等 貯留設備（タンク等）中低濃度タンク 各設備附属配管等 

連結弁（完成品） 

事 象 の 状 況 

 
１．事象発生時の状況 
平成２６年９月４日１２時０４分、福島第一原子力発電所構内のＧ４南エリアにおいて、

モバイル型ストロンチウム除去装置の運転準備として、Ａ４タンクに貯留していた淡水化装

置で濃縮した汚染水（以下、「ＲＯ濃縮水」という。）をＡ５タンクへ移送していた当社社

員が、Ａ５タンクとＡ６タンク間に設置されている連結弁（Ｖ－２０２－Ｇ４－Ａ－９）

（以下、「当該弁」という。）の弁箱から、１秒に１滴程度で水が滴下していることを確認

した。 
このため、当該弁の状況を確認したところ、弁箱に１０ｃｍ程度のひび割れらしきものが

あること、その周辺およびフランジ部から水が滲んでいることを確認したことから漏えいと

判断し、漏えい箇所をビニール袋により養生した。 
また、Ａ５タンクの水位を下げるため、同日１４時４３分から仮設ポンプを使用してＡ５

タンクからＡ４タンクへの移送を行うとともに、当該弁のひび割れらしき箇所およびフラン

ジ部に接着剤を塗布し、同日１８時０３分に当該弁付近からの漏えいが停止したことを確認

した。 
当該弁付近から滴下した水は、Ｇ４南エリア周辺に設置された堰（以下、「当該堰」とい

う。）内に留まっており、堰外への流出は確認されなかった。なお、当該堰内にはすでに雨

水が３ｃｍ程度（９月４日１０時現在）溜まっていたことから、漏えいした範囲は確認でき

なかった。 
このため、Ａ４タンクからＡ５タンクへのＲＯ濃縮水移送を開始した直後の９月４日１１

時００分頃（Ａ５タンク水位が当該弁のひび割れらしきものの高さまで到達したと考えられ

る時刻が明確にわからないため、この時刻を始点に保守的に評価）から漏えい箇所のビニー

ル袋による養生が完了した同日１２時１５分頃までの時間、および滴下した量（１秒に１滴

程度）から、漏えい量を約１リットルと推定した。 
当該弁付近から漏えいした水を採取して放射能分析を行った結果、Ｃｓ－１３４が約２．

５×１０３Ｂｑ／Ｌ、Ｃｓ－１３７が約７．３×１０３Ｂｑ／Ｌ、Ｓｂ－１２５が約１．７

×１０４Ｂｑ／Ｌ、全ベータが約９．８×１０７Ｂｑ／Ｌであった。 
また、漏えいした水の放射能量は、全ガンマで約２．７×１０４Ｂｑ、全ベータで約９．

８×１０７Ｂｑと評価した。 
その後、９月１３日に当該弁を取り外して新品の同型弁へ取替を行い、９月１７日に取り

外した当該弁内部の目視確認を行ったところ、ひび割れらしきものは弁箱表面から内面まで

貫通していることを確認した。 
本事象については、当該弁のひび割れが弁箱内面まで貫通していることから、福島第一原

子力発電所特定原子力施設に係る実施計画（以下、「実施計画」という。）で定める汚染水

処理設備等に要求される機能（汚染水処理設備等は漏えいを防止できること）を有していな

いと判断し、同日１７時４０分、福島第一規則第１８条第３号「発電用原子炉設置者が、発

電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの点検を行った場合において、発電用原子

炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。」に該当する

と判断した。 
 
 

別 紙 



 

 

 

 

事 象 の 状 況 

２．応急対策 
Ａ５タンクの水位を下げて、当該弁付近からの漏えいを停止させるため、９月４日１４時

４３分から仮設ポンプを使用して、Ａ５タンクからＡ４タンクへ移送を行った。 
また、９月４日１７時５０分に一旦移送を停止して，移送ポンプを大容量のものに取り替

えた後、９月５日１４時１６分から移送を再開した。 
その後、９月５日１７時００分頃、Ａ５タンク水位が当該弁の位置より低い水位となった

ことを確認し、同日１８時１０分に移送を停止した。 
また、仮設ポンプでの移送と並行して、当該弁のひび割れらしき箇所およびフランジ部に

接着剤を塗布し、９月４日１８時０３分に漏えいが停止したことを確認した。 
当該堰内に溜まった水については、９月４日から９月６日にかけて、吸引車を使用して断

続的に回収するとともに、当該堰内床面の洗浄を行った。 

事 象 の 原 因 調査中 

保護装置の種類 
及び動作状況 

な し 

放射能の影響 
漏えいした水は当該堰内に留まっており堰外への流出は確認されなかったこと、当該堰内に

溜まっていた水は回収して堰内床面の洗浄を行ったことから、放射能による環境への影響は

ないものと判断した。 

被 害 者 な し 

他に及ぼした 
障 害 

な し 

復 旧 の 日 時 未 定 

再発防止対策 検討中 

 


